
鈴鹿市立学校に設置する学校運営協議会の組織及び運営に関する規則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

令和８年４月２８日 

 

鈴鹿市教育委員会 

 

鈴鹿市教育委員会規則第６号 

鈴鹿市立学校に設置する学校運営協議会の組織及び運営に関する規則の一部を

改正する規則 

鈴鹿市立学校に設置する学校運営協議会の組織及び運営に関する規則（平成２６年

鈴鹿市教育委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように

改める。 

改 正 後 改 正 前 

（委員の任命等） （委員の任命等） 

第４条  略 第４条  略 

２ 校長以外の協議会の委員は15人以内と

し、次の各号に掲げる者のうちから、校長

の推薦により教育委員会が任命する。 

２ 校長以外の協議会の委員は10人以内と

し、次の各号に掲げる者のうちから、校長

の推薦により教育委員会が任命する。 

(１)～(３)  略 (１)～(３)  略 

３  略 ３  略 

附 則 

この規則は、令和８年５月１日から施行する。 

 

 


